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人口と世帯数│総人口 : 1,624 人│男 : 791 人│女 : 833 人│世帯数 : 781 世帯

○村県民税　　 第１期　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 29年 6 月 30 日まで

○固定資産税　 第２期　及び　国保税　 第１期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 29年 7 月 31 日まで

よろしくお願いします。

期限のおしらせ村 付税 納

（平成２９年４月３０日現在）（平成２９年４月３０日現在）（平成２９年４月３０日現在）
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村
民
の
健
康
へ
の
取
組
み
は

各
種
の
事
業
を
行
な
い
集
団
健

診
で
は
、健
康
推
進
委
員
、区

長
、各
種
団
体
の
皆
様
の
御
協

力
に
よ
り
多
数
受
診
し
て
頂
き

お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。受
診
に

よ
り
病
気
の
予
防
、早
期
発
見

に
よ
り
健
康
を
守
る
事
は
医
療

費
の
抑
制
に
も
つ
な
が
り
ま
す

の
で
、地
域
で
皆
様
が
声
を
掛

け
合
い
健
診
受
診
を
続
け
ら
れ

る
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

臨
時
福
祉
給
付
金
は
、対
象

者
の
方
に
は
4
月
か
ら
申
請
書

を
送
り
広
報
や
放
送
で
も
知
ら

せ
る
予
定
で
す
が
、書
類
が
届

い
た
ら
早
め
の
手
続
き
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

農
業
関
係
で
は
、中
山
間
地

域
直
接
支
払
交
付
金
事
業
が
現

在
成
山
、下
切
部
落
で
実
施
さ

れ
て
い
ま
す
が
、本
年
度
か
ら

急
傾
斜
の
緩
和
見
直
し
に
よ
り

対
象
集
落
と
協
定
を
締
結
し
、

認
定
を
受
け
た
集
落
に
対
し
面

積
に
応
じ
た
一
定
額
が
支
給
可

能
で
村
全
域
の
取
組
み
に
向
っ

て
進
め
て
い
ま
す
。詳
細
に
つ

き
ま
し
て
は
後
日
村
民
説
明
会

開
催
の
予
定
で
す
。

　

ユ
ズ
事
業
は
選
果
機
の
導
入

に
よ
り
前
年
度
よ
り
2.3
倍
多
い

1
千
6
百
万
円
に
な
り
農
家
の

収
入
が
9
百
万
円
増
の
成
果
が

あ
が
り
ま
し
た
。搾
汁
施
設
導

入
の
加
工
用
機
械
は
2
月
28
日

に
検
査
が
完
了
し
た
。
3
月
1

日
か
ら
は
ユ
ズ
皮
の
加
工
販
売

に
向
け
て
連
携
会
社
の
指
導
を

受
け
な
が
ら
本
格
稼
働
に
向
っ

て
7
名
で
作
業
を
行
な
っ
て
い

る
。加
工
用
機
械
の
整
備
で
加

工
用
ユ
ズ
の
安
定
価
格
と
販
売

の
確
保
に
努
め
新
た
な
雇
用
の

増
員
が
計
れ
る
も
の
と
考
え
て

い
る
。三
原
村
で
は
ユ
ズ
産
地

化
の
取
組
み
を
軸
に
、
3
世
代

暮
ら
せ
る
農
業
の
基
本
つ
く
り

に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、

関
係
者
の
御
支
援
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

三
原
村
個
人
情
報
保
護
条
例
の

一
部
改
正

提
案
理
由
の
説
明

　

個
人
情
報
保
護
法
及
び
番
号

法
の
改
正
に
伴
う
適
応
条
項
等

の
整
備
。

質
疑　

田
村
清
廣

　

通
知
カ
ー
ド
は
全
員
に
行
き

渡
っ
た
の
か
、
又
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
発
行
人
数
は
何

人
で
国
が
カ
ー
ド
の
発
行
を
促

す
指
導
は
無
い
の
か
。

答
弁　

武
内
総
務
課
長

　

通
知
カ
ー
ド
を
受
け
取
っ
て

な
い
方
は
住
所
不
明
の
方
が
数

名
い
る
。マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
は
73
名
の
申
請
で
70
名
が
受

け
取
っ
て
い
る
。不
明
の
人
に

は
今
後
も
情
報
収
集
に
務
め
る

よ
う
国
の
指
導
が
有
り
、マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
つ
い
て
は

取
得
が
必
要
と
の
指
導
は
無

い
。

三
原
村
農
業
委
員
会
の
選
挙

　

に
よ
る
委
員
の
定
数
条
例
の

全
部
改
正

提
案
理
由
の
説
明

　

農
業
委
員
会
法
の
改
正
に
伴

い
、農
業
委
員
の
選
挙
方
法
を

公
選
制
か
ら
市
町
村
長
の
任
命

制
に
変
更
す
る
も
の
で
、議
会

の
同
意
に
よ
り
決
定
す
る
。

　

定
数
は
、現
行
通
り
7
名
と

し
、農
業
委
員
の
過
半
数
を
認

村
長 

行
政
報
告

議
案
審
議　　

平成29年　第1回定例会（3月）の議案の賛否一覧

平成29年　第2回臨時会（3月）の議案の賛否一覧

平成29年　第3回臨時会（4月）の議案の賛否一覧

平成29年　第4回臨時会（5月）の議案の賛否一覧

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間
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定
農
業
者
と
す
る
と
あ
る
が
、

認
定
農
業
者
数
が
少
な
い
た

め
、例
外
規
定
を
準
用
し
て
4

分
の
1
以
上
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、農
地
利
用
最
適
化
推

進
委
員
の
新
設
で
、委
員
の
定

数

は

、
基

準

農

地

面

積

1
0
0
h
a
に
1
人
の
目
安

で
、村
の
農
地
面
積
が
3
4
8
．

2
h
a
の
た
め
4
名
と
な
る
。

質
疑　

田
村
清
廣

　

国
の
農
業
委
員
会
法
の
改
正

で
選
出
方
法
と
人
数
割
で
有
る

が
、今
ま
で
委
員
は
農
業
者
で

30
ア
ー
ル
以
上
の
耕
作
者
名
簿

の
中
か
ら
選
挙
で
4
名
団
体
の

推
薦
で
3
名
計
7
名
で
進
め
て

き
た
。改
正
後
も
農
家
な
の
か
。

又
新
し
く
選
任
の
農
地
利
用
最

適
化
推
進
委
員
に
つ
い
て
は
農

家
以
外
で
も
人
選
可
能
と
有
る

が
方
法
は
。そ
し
て
応
募
は
誰

で
も
出
来
る
の
か
。

答
弁　

田
辺
産
業
建
設
課
長

　

農
業
委
員
は
4
分
の
1
以
上

が
認
定
農
業
者
で
残
り
は
色
々

な
職
業
女
性
青
年
も
選
任
可
能

で
、推
進
委
員
は
特
定
の
規
則

は
な
い
。

答
弁　

藤
本
副
村
長

　

応
募
は
誰
で
も
出
来
る
が
選

任
は
村
長
で
す
。

質
疑　

浅
井
大
徳

　

農
業
委
員
と
推
進
委
員
の
仕

事
の
違
い
は
何
か
。

答
弁　

田
辺
産
業
建
設
課
長

　

農
業
委
員
は
毎
月
の
定
例
会

で
議
決
権
が
有
る
が
、推
進
委

員
は
無
く
主
に
現
地
調
査
が
仕

事
。

質
疑　

大
倉
民
雄

　

農
業
委
員
は
今
ま
で
耕
作
放

棄
地
な
ど
に
対
処
し
て
き
た
が

今
回
推
進
委
員
を
増
員
す
る
の

は
仕
事
が
不
充
分
だ
か
ら
か
。

ま
た
は
国
の
法
律
に
よ
る
も
の

か
。

答
弁　

田
辺
産
業
建
設
課
長

　

今
ま
で
委
員
の
仕
事
が
出
来

て
な
い
わ
け
で
は
な
く
農
地
集

積
耕
作
放
棄
地
の
防
止
な
ど
更

な
る
増
進
の
為
に
委
員
を
作
る

も
の
。

特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の

も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

提
案
理
由
の
説
明

　

三
原
村
農
業
委
員
会
の
定
数

条
例
の
全
部
を
改
正
し
た
為
、

新
設
さ
れ
た
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁

償
を
、農
業
委
員
と
同
額
で
追

加
す
る
。

質
疑　

田
村
清
廣

　

農
業
委
員
会
は
、毎
月
開
会

し
て
い
る
が
、推
進
委
員
も
毎

月
の
会
に
出
席
す
る
の
か
。

答
弁　

田
辺
産
業
建
設
課
長

　

議
案
が
無
く
て
も
情
報
提
供

の
為
出
席
願
う
。

平
成
28
年
度
三
原
村
一
般
会
計

　
　
　
　

歳
入
歳
出
補
正
予
算

提
案
理
由
の
説
明

　

既
決
予
算
に
1
億
8
千
7
百

26
万
6
千
円
を
追
加
し
、総
務

費
の
基
金
へ
の
積
立
金
で
3
千

26
万
4
千
円
、農
業
費
の
ユ
ズ

産
地
化
の
農
地
造
成
工
事
で
1

億
3
千
万
円
、災
害
復
旧
工
事

費
で
1
億
1
千
7
百
77
万
6
千

円
、ふ
る
さ
と
納
税
包
括
サ
ー

ビ
ス
利
用
料
は
、増
額
見
込
み

に
よ
り
1
百
19
万
5
千
円
、そ

れ
ぞ
れ
増
額
で
、工
事
費
は
繰

越
の
予
算
で
す
。

質
疑　

田
村
清
廣

　

ふ
る
さ
と
納
税
で
頂
い
た
お

金
は
水
と
緑
の
ふ
る
さ
と
応
援

基
金
と
し
て
全
額
積
立
金
と
し

て
い
る
が
全
額
残
す
の
で
無
く

水
源
地
の
広
葉
樹
の
植
林
な
ど

に
使
用
し
て
事
業
の
成
果
を
納

税
者
に
報
告
し
、喜
び
を
村
民

と
共
に
感
じ
て
頂
い
て
は
ど
う

か
。

答
弁　

武
内
総
務
課
長

　

ふ
る
さ
と
納
税
は
平
成
20
年

か
ら
実
施
さ
れ
27
年
度
末
で
1

百
17
万
円
積
立
金
が
有
る
。28

年
度
は
2
月
末
で
1
千
1
百
2

万
円
頂
い
て
い
る
。使
い
道
は

森
林
整
備
と
き
れ
い
な
水
を
守

る
事
業
、働
く
人
を
支
え
村
の

発
展
事
業
、心
安
ら
ぐ
自
然
及

び
風
景
を
守
る
事
業
、村
長
が

認
め
た
事
業
に
決
め
ら
れ
て
い

る
が
今
の
と
こ
ろ
事
業
実
施
の

予
定
は
無
く
寄
付
者
に
は
事
業

実
施
後
報
告
さ
せ
て
も
ら
う
。

質
疑　

田
村
清
廣

　

前
年
度
か
ら
繰
越
明
許
が
多

く
新
年
度
に
な
っ
て
も
取
り
組

み
の
遅
れ
が
心
配
だ
。早
期
発

注
の
努
力
は
行
っ
て
い
る
の

か
。又
ユ
ズ
産
地
化
操
越
事
業

は
い
つ
頃
着
工
予
定
か
。

答
弁　

田
辺
産
業
建
設
課
長

　

前
年
度
操
越
分
は
着
工
済
み

な
の
で
3
月
末
に
は
完
成
予

定
。芳
井
の
新
し
い
ユ
ズ
事
業

は
5
月
に
発
注
で
翌
年
2
月
完

了
予
定
。

質
疑　

新
谷
和
幸

　

芳
井
の
ユ
ズ
造
成
事
業
は
28

年
度
1
億
5
千
万
円
の
予
算
で

進
め
る
予
定
だ
が
今
後
の
進
め

か
た
に
つ
い
て
問
う
。

答
弁　

高
添
参
事

　

29
年
度
に
補
正
で
9
千
万
円

が
実
現
す
れ
ば
残
り
の
土
地
の

整
備
、ユ
ズ
の
新
植
、鳥
獣
害
防

護
柵
設
置
、既
存
の
土
地
の
暗

渠
排
水
工
事
を
進
め
る
。

平
成
29
年
度
三
原
村
一
般
会
計

　
　
　
　

歳
入
歳
出
予
算

提
案
理
由
の
説
明

　

前
年
度
比
較
6
．1
％
の
減

で
、29
年
度
の
主
な
事
業
は
、総

務
費
で
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
の
整

備
費
に
1
億
5
千
5
百
80
万

円
、防
災
無
線
の
デ
ジ
タ
ル
化

の
設
計
費
に
8
百
75
万
9
千

円
、農
林
水
産
費
で
、全
部
落
を

対
象
と
し
た
中
山
間
地
域
直
接

支
払
制
度
に
2
千
4
百
97
万
2

千
円
、公
民
館
の
建
築
設
計
及

び
用
地
の
造
成
の
設
計
費
に
3

千
3
百
50
万
円
を
計
上
し
て
い

平成29年　第1回定例会（3月）の議案の賛否一覧

平成29年　第2回臨時会（3月）の議案の賛否一覧

平成29年　第3回臨時会（4月）の議案の賛否一覧

平成29年　第4回臨時会（5月）の議案の賛否一覧

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間
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る
。

質
疑　

新
谷
和
幸

　

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
の
事
業
内

容
に
つ
い
て
、施
設
を
利
用
し

て
高
齢
者
対
策
と
か
有
線
テ
レ

ビ
の
回
線
利
用
し
て
い
く
と
か

多
用
的
な
利
用
方
法
に
つ
い
て

検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
か
。

答
弁　

武
内
総
務
課
長

　

村
内
の
一
部
を
除
く
と
思
う

が
、光
ケ
ー
ブ
ル
を
引
き
、民
設

民
営
で
行
っ
て
い
く
と
い
う
も

の
。テ
レ
ビ
と
か
と
い
う
部
分

は
今
の
と
こ
ろ
考
え
て
い
な

い
。今
の
段
階
で
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
関
係
だ
け
の
整
備
と
い

う
こ
と
。

質
疑　

田
村
清
廣

　

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
の
加
入
促

進
に
つ
い
て
民
間
が
や
る
も
の

か
、行
政
も
踏
ま
え
て
加
入
促

進
を
行
う
も
の
な
の
か
。

答
弁　

武
内
総
務
課
長

　

民
設
民
営
で
す
の
で
加
入
に

関
し
て
は
行
政
は
タ
ッ
チ
し
な

い
。

質
疑　

田
村
清
廣

　

需
用
費
の
中
の
食
糧
費
の
内

容
を
伺
う
。

答
弁　

武
内
総
務
課
長

　

高
知
県
、幡
多
郡
の
そ
れ
ぞ

れ
の
部
局
の
各
担
当
者
会
が
あ

る
が
、懇
親
会
込
み
が
復
活
し

て
い
る
。そ
の
関
係
で
1
人
上

限
1
万
5
千
円
を
計
上
し
た
。

質
疑　

新
谷
和
幸

　

保
健
衛
生
総
務
費
の
賃
金
は

何
か
。

答
弁　

矢
野
住
民
課
長

　

現
在
の
保
健
士
の
職
員
が
退

職
の
予
定
と
な
っ
て
お
り
そ
の

代
わ
り
と
し
て
臨
時
で
雇
う
予

定
と
し
て
い
る
。

質
疑　

田
村
清
廣

　

一
般
会
計
か
ら
国
民
健
康
保

険
特
別
会
計
へ
の
繰
出
し
が
多

く
な
っ
て
い
る
が
、都
道
府
県

化
が
間
近
に
迫
っ
て
い
る
中
で

国
保
税
に
つ
い
て
ど
う
い
う
考

え
を
も
っ
て
今
後
対
処
す
る
の

か
。

答
弁　

矢
野
住
民
課
長

　

28
年
度
、本
年
度
に
約
20
年

ぶ
り
に
赤
字
部
分
の
回
収
の
為

に
保
険
税
を
上
げ
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
。
28
年
度
に
お
い
て
も

ま
だ
足
り
な
い
部
分
で
法
定
外

の
繰
入
と
い
う
事
も
お
願
い
し

て
、更
に
29
年
度
の
当
初
に
も

予
算
計
上
を
し
て
い
る
。
30
年

度
に
お
い
て
は
、納
付
金
が
本

年
末
辺
り
に
提
示
さ
れ
る
予

定
。さ
ら
に
い
く
ら
か
の
改
正

は
や
む
を
得
な
い
と
考
え
て
い

る
。

質
疑　

浅
井
大
徳

　

住
宅
改
造
支
援
事
業
と
は
ど

う
い
う
事
業
で
、対
象
者
を
予

定
し
て
い
る
の
か
。

答
弁　

矢
野
住
民
課
長

　

バ
リ
ア
フ
リ
ー
で
あ
る
と

か
、介
護
保
険
の
適
用
外
の
大

き
な
部
分
の
住
宅
の
改
修
費
費

に
充
て
る
も
の
。予
定
は
な
い

が
希
望
者
が
出
た
場
合
必
要
な

部
分
で
1
軒
分
計
上
し
て
い

る
。

質
疑　

宮
地
臣
一

　

委
託
料
の
耐
震
診
断
費
は
下

長
谷
集
会
所
と
い
う
事
だ
が
、

診
断
し
て
か
な
り
の
金
額
が
か

か
る
場
合
改
築
で
な
く
新
し
く

建
て
直
す
考
え
は
な
い
か
。

答
弁　

藤
本
副
村
長

　

改
修
も
大
き
な
金
額
が
か
か

る
と
な
る
と
新
築
も
と
い
う
考

え
を
踏
ま
え
集
落
の
意
見
も
聞

く
中
で
進
め
て
い
き
た
い
。

質
疑　

浅
井
大
徳

　

公
民
館
教
室
の
報
償
費
は
何

教
室
を
予
定
し
て
い
る
の
か
。

答
弁　

中
西
教
育
次
長

　

9
教
室
72
名
の
申
請
が
あ

る
。

質
疑　

浅
井
大
徳

　

教
室
の
参
加
者
が
村
外
の
方

が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
聞
か

れ
る
が
参
加
者
の
把
握
が
出

来
、村
民
対
象
の
教
室
で
は
な

い
か
。

答
弁　

中
西
教
育
次
長

　

参
加
者
の
把
握
は
出
来
て
い

る
。9
教
室
の
中
で
2
教
室
が

村
外
の
方
が
半
数
を
占
め
る
教

室
が
あ
る
。今
後
は
周
辺
市
町

村
の
状
況
を
確
認
し
な
が
ら

ル
ー
ル
作
り
を
す
る
。

質
疑　

田
村
清
廣

　

公
民
館
の
設
計
監
理
委
託
料

の
2
千
1
百
5
0
万
円
と
し
た

根
拠
並
び
に
建
物
の
概
要
を
伺

う
。

答
弁　

中
西
教
育
次
長

　

基
本
設
計
は
木
造
平
屋
と

な
っ
て
い
る
が
上
物
の
設
計
監

理
委
託
を
発
注
し
た
中
で
協
議

を
重
ね
て
い
く
。設
計
60
％
監

理
40
％
程
度
か
か
る
。

質
疑　

嶋
田
一
二
三

　

タ
ブ
レ
ッ
ト
等
の
整
備
事
業

が
出
て
い
る
が
現
場
の
教
員
は

大
変
多
忙
な
中
、教
員
と
児
童

生
徒
の
間
で
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
端

末
を
利
用
し
た
学
習
が
出
来
る

の
か
。教
員
の
育
成
は
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

答
弁　

東
教
育
長

　

文
部
科
学
省
か
ら
3
つ
の
大

き
な
事
が
出
さ
れ
道
徳
教
育
、

小
学
校
5
・
6
年
生
へ
の
英
語

の
教
科
化
、
情
報
機
器
を
使
っ

た
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
授
業
と
示
さ

れ
て
い
る
。専
門
の
業
者
に
使

い
方
、
授
業
の
進
め
方
、
そ
う
い

う
も
の
を
取
り
入
れ
教
職
員
の

研
修
を
し
っ
か
り
や
る
。少
し

で
も
早
く
こ
う
い
う
形
で
タ
ブ

レ
ッ
ト
と
い
う
情
報
機
器
を
導

入
す
る
事
は
、
児
童
生
徒
が
低

学
年
の
頃
か
ら
慣
れ
、
将
来
プ

ラ
ス
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

質
疑　

新
谷
和
幸

　

村
道
皆
尾
出
線
舗
装
工
事
は

ど
の
よ
う
な
計
画
か
。

答
弁　

田
辺
産
業
建
設
課
長

平成29年　第1回定例会（3月）の議案の賛否一覧

平成29年　第2回臨時会（3月）の議案の賛否一覧

平成29年　第3回臨時会（4月）の議案の賛否一覧

平成29年　第4回臨時会（5月）の議案の賛否一覧

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間
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広
野
側
か
ら
着
手
し
て
、
複

数
年
か
け
て
下
長
谷
ま
で
全
線

開
通
す
る
予
定
。

質
疑　

大
倉
民
雄

　

村
道
草
刈
り
は
早
く
発
注
出

来
な
い
か
。2
回
目
も
必
要
な

場
所
が
あ
る
が
出
来
な
い
か
。

答
弁　

田
辺
産
業
建
設
課
長

　

県
道
も
村
道
も
早
め
に
発
注

す
る
。2
回
目
に
つ
い
て
は
要

望
さ
れ
た
場
所
を
検
討
す
る
。

質
疑　

浅
井
大
徳

　

空
き
家
対
策
事
業
は
年
度
末

に
業
者
が
苦
労
し
て
い
た
が
早

期
発
注
出
来
な
い
か
。

答
弁　

田
辺
産
業
建
設
課
長

　

今
年
度
は
発
注
時
期
を
早
め

る
よ
う
に
努
め
る
。

質
疑　

嶋
田
一
二
三

　

鳥
獣
害
対
策
の
金
網
設
置
の

効
果
は
把
握
し
て
い
る
の
か
。

四
万
十
ヒ
ノ
キ
ブ
ラ
ン
ド
化
推

進
協
議
会
の
活
動
内
容
は
。

答
弁　

田
辺
産
業
建
設
課
長

　

捕
獲
頭
数
は
半
分
程
度
に

な
っ
て
い
る
。四
万
十
ヒ
ノ
キ

ブ
ラ
ン
ド
化
の
為
ロ
ゴ
マ
ー
ク

を
作
り
、県
内
外
の
イ
ベ
ン
ト

に
出
て
い
る
。

質
疑　

田
村
清
廣

　

中
山
間
直
払
い
と
多
面
的
機

能
の
サ
ビ
分
け
は
ど
う
す
る
の

か
。

答
弁　

田
辺
産
業
建
設
課
長

　

多
面
的
機
能
よ
り
も
中
山
間

直
払
い
の
方
が
多
方
面
に
使
え

る
の
で
、地
域
で
サ
ビ
分
け
し

て
も
ら
い
た
い
。

平
成
29
年
度
三
原
村
国
民
健
康

　

保
険
診
療
所
特
別
会
計

歳
入
歳
出
予
算

提
案
理
由
の
説
明

　

主
な
増
額
要
因
は
、国
保
保

険
者
都
道
府
県
化
に
伴
う
シ
ス

テ
ム
改
修
費
及
び
保
険
給
付
費

の
所
要
の
見
込
の
伸
び
に
よ

る
。

質
疑　

嶋
田
一
二
三

　

レ
セ
プ
ト
点
検
員
は
年
間
何

日
程
度
で
専
門
員
か
。点
検
に

よ
る
効
果
は
ど
の
程
度
か
。

答
弁　

矢
野
住
民
課
長

　

時
給
9
百
70
円
で
9
時
か
ら

15
時
ま
で
週
3
日
程
度
で
年
間

7
百
70
時
間
の
予
定
。効
果
は

再
審
査
請
求
を
行
い
交
付
税
影

響
額
は
1
0
万
円
弱
。今
の
職

員
は
2
年
目
で
採
用
時
医
療
事

務
経
験
者
で
そ
の
後
、国
保
連

の
審
査
勉
強
会
等
で
研
修
を
積

ん
で
い
る
。

平
成
29
年
度
三
原
村
介
護
保
険

特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算

提
案
理
由
の
説
明

　

前
年
度
比
較
5
．8
％
の
増
、

1
千
3
百
60
万
円
の
増
額
で
、

主
な
増
額
要
因
、介
護
サ
ー
ビ

ス
等
保
険
給
付
費
の
所
要
見
込

の
伸
び
に
よ
る
も
の
で
、施
設

介
護
サ
ー
ビ
ス
給
付
費
は
、入

所
が
増
加
傾
向
に
あ
り
、1
千

2
百
万
円
程
の
増
額
、特
定
入

所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
は
、入
所

増
で
対
前
年
度
比
1
百
20
万
円

程
の
増
額
計
上
、包
括
的
支
援

事
業
は
対
前
年
度
比
で
1
百
78

万
8
千
円
の
増
。

質
疑　

嶋
田
一
二
三

　

特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス

に
該
当
す
る
人
は
ど
ん
な
人

か
。

答
弁　

矢
野
住
民
課
長

　

介
護
認
定
1
か
ら
5
で
生
活

保
護
受
給
者
、住
民
税
非
課
税

者
が
施
設
入
所
し
た
場
合
、そ

の
施
設
か
ら
居
住
費
の
減
免
の

届
出
の
時
、限
度
額
の
認
定
証

を
発
行
し
、越
え
る
部
分
を
助

成
す
る
も
の
で
入
所
者
が
増
の

為
、負
担
増
の
傾
向
に
あ
る
。

平
成
29
年

第
2
回 

臨
時
会

（
3
月
30
日
）

平
成
28
年
度
三
原
村
一
般
会
計

歳
入
歳
出
補
正
予
算

提
案
理
由
の
説
明

　

中
山
間
所
得
向
上
支
援
事
業

を
農
業
公
社
補
助
金
か
ら
需
用

費
と
材
料
費
に
組
替
え
る
。ユ

ズ
産
地
化
補
助
金
を
1
千
万
円

の
減
額
。

質
疑　

田
村
清
廣

　

需
用
費
と
材
料
費
の
振
り
分

け
の
中
身
は
。補
助
金
を
1
千

万
円
減
額
の
理
由
は
。

答
弁　

高
添
参
事

　

当
初
は
農
業
公
社
へ
補
助
金

を
出
し
事
業
す
る
予
定
だ
っ
た

が
国
の
要
綱
に
よ
り
村
が
直
接

事
業
主
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
の
事
で
村
の
需
用
費
で
肥

料
農
薬
2
百
64
万
円
、材
料
費

で
苗
木
、金
網
6
百
36
万
円
購

入
す
る
。

答
弁　

藤
本
副
村
長

　

補
助
金
1
千
万
円
の
減
額
は

繰
越
の
国
の
加
速
化
交
付
金
7

千
万
円
の
う
ち
で
充
当
出
来
る

為
、不
要
と
な
り
減
額
す
る
。

全
会
一
致　

可
決

平
成
29
年

第
3
回 

臨
時
会

（
4
月
17
日
）

専
決
処
分
の
承
認
2
件
と

土
地
の
取
得

提
案
理
由
の
説
明

　

中
央
公
民
館
建
設
予
定
地

（
農
業
改
善
セ
ン
タ
ー
南
側
9
筆
）

　

7
千
6
百
91
㎡

　

1
千
6
百
92
万
3
千
3
百
20

　

円
で
取
得

全
会
一
致　

可
決

平
成
29
年

第
4
回 

臨
時
会

（
5
月
8
日
）

議
案
審
議　　

議
案
審
議　　

議
案
審
議　　

平成29年　第1回定例会（3月）の議案の賛否一覧

平成29年　第2回臨時会（3月）の議案の賛否一覧

平成29年　第3回臨時会（4月）の議案の賛否一覧

平成29年　第4回臨時会（5月）の議案の賛否一覧

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間
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平
成
29
年
度
三
原
村
一
般
会
計

歳
入
歳
出
補
正
予
算

提
案
理
由
の
説
明

　

主
に
人
事
異
動
に
よ
り
1
百

58
万
3
千
円
減
額

全
会
一
致　

可
決

平
成
29
年
度
三
原
村
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出

補
正
予
算

提
案
理
由
の
説
明

　

人
事
異
動
に
よ
り
52
万
9
千

円
増
額

全
会
一
致　

可
決

三
原
村
教
育
委
員
会

委
員
の
選
任

住　

所　

三
原
村
宮
ノ
川

1
千
2
百
71
番
地

氏　

名　

畑
中　

薫

昭
和
46
年
10
月
19
日
生

任　

期平
成
29
年
4
月
10
日
か
ら

平
成
33
年
3
月
9
日
ま
で

全
会
一
致　

可
決

○：賛成　　×：反対　　欠：欠席　　議長：－

平成29年　第1回定例会（3月）の議案の賛否一覧平成29年　第1回定例会（3月）の議案の賛否一覧平成29年　第1回定例会（3月）の議案の賛否一覧

平成29年　第2回臨時会（3月）の議案の賛否一覧

平成29年　第3回臨時会（4月）の議案の賛否一覧

平成29年　第4回臨時会（5月）の議案の賛否一覧

可 

否
武 

内
田 

村
増 

井
大 

倉
宮 

地
浅 

井
嶋 

田
新 

谷

氏　名

議　案

三原村税条例等の一部を改正することについて

三原村個人情報保護条例等の一部を改正することについて

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正することについて

三原村農業委員会の選挙による委員の定数条例の全部を改正す
ることについて

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
の一部を改正することについて

三原村農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例の一
部を改正することについて

三原村移住促進共同住宅の設置及び管理に関する条例の一部を
改正することについて

三原村農業構造改善センターに係る指定管理者の指定について

三原村移住促進共同住宅に係る指定管理者の指定について

平成28年度三原村一般会計歳入歳出補正予算を定めることにつ
いて　　　　　　　　　　　　　　　 　 (187,266千円の増額）

平成28年度三原村国民健康保険特別会計歳入歳出補正予算を定
めることについて　　　　　　　　　　    （6,237千円の増額）

平成28年度三原村国民健康保険診療所特別会計歳入歳出補正予
算を定めることについて　　　　　　　　    (446千円の減額）

平成28年度三原村簡易水道特別会計歳入歳出補正予算を定める
ことについて　　　　　　　　　　　　  （12,113千円の減額）

平成28年度三原村農業集落排水特別会計歳入歳出補正予算を定
めることについて　　　　　　　　　　　　  （24千円の減額）

平成28年度三原村介護保険特別会計歳入歳出補正予算を定める
ことについて　　　　　　　　　　　　　   （278千円の減額）

平成28年度三原村後期高齢者医療特別会計歳入歳出補正予算を
定めることについて　　　　　　　　　　　  （90千円の減額）

平成28年度三原村電気事業特別会計歳入歳出補正予算を定める
ことについて　　　　　　　　　　　　　   （960千円の増額）
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◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間

62017. 6月号 広報 みはら議会だより ⑤
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可 
否

武 

内
田 

村
増 

井
大 

倉
宮 

地
浅 

井
嶋 

田
新 

谷

氏　名

議　案

平成29年度三原村一般会計歳入歳出予算を定めることについて
（予算額2,256,200千円）

平成29年度三原村国民健康保険特別会計歳入歳出予算を定める
ことについて　　　　　　　　　　　　 （予算額348,500千円）

平成29年度三原村国民健康保険診療所特別会計歳入歳出予算を
定めることについて　　　　　　　　　　（予算額48,300千円）

平成29年度三原村簡易水道特別会計歳入歳出予算を定めること
について　　　　　　　　　　　　　　　（予算額70,000千円）

平成29年度三原村土地取得特別会計歳入歳出予算を定めること
について　　　　　　　　　　　　　　　　 （予算額100千円）

平成29年度三原村農業集落排水特別会計歳入歳出予算を定める
ことについて　　　　　　　　　　　　　（予算額49,500千円）

平成29年度三原村介護保険特別会計歳入歳出予算を定めること
について                                           （予算額247,200千円）

平成29年度三原村後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算を定め
ることについて                                    （予算額34,900千円）

平成29年度三原村電気事業特別会計歳入歳出予算を定めること
について                                             （予算額49,500千円）

三原村教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて

平成29年　第1回定例会（3月）の議案の賛否一覧

○：賛成　　×：反対　　欠：欠席　　議長：－

平成29年　第2回臨時会（3月）の議案の賛否一覧平成29年　第2回臨時会（3月）の議案の賛否一覧

平成29年　第3回臨時会（4月）の議案の賛否一覧平成29年　第3回臨時会（4月）の議案の賛否一覧

平成29年　第4回臨時会（5月）の議案の賛否一覧平成29年　第4回臨時会（5月）の議案の賛否一覧

平成29年　第2回臨時会（3月）の議案の賛否一覧

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

欠

欠

欠

欠

欠

欠

欠

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

-

-

-

-

-

-

-

-

可

可

可

可

可

可

可

可

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 欠 ◯ - 可

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 欠 ◯ - 可

可 

否
武 

内
田 

村
増 

井
大 

倉
宮 

地
浅 

井
嶋 

田
新 

谷

氏　名

議　案

平成28年度三原村一般会計歳入歳出補正予算を定めることにつ
いて                                                　（10,000千円の減額）

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 欠 ◯ - 可

○：賛成　　×：反対　　欠：欠席　　議長：－

平成29年　第3回臨時会（4月）の議案の賛否一覧

可 

否
武 

内
田 

村
増 

井
大 

倉
宮 

地
浅 

井
嶋 

田
新 

谷

氏　名

議　案

専決処分の承認を求めることについて

専決処分の承認を求めることについて

土地の取得について

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ - 可

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ - 可

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ - 可

○：賛成　　×：反対　　欠：欠席　　議長：－

平成29年　第4回臨時会（5月）の議案の賛否一覧

武 

内
可 

否
田 

村
増 

井
大 

倉
宮 

地
浅 

井
嶋 

田
新 

谷

氏　名

議　案

平成29年度三原村一般会計歳入歳出補正予算を定めることにつ
いて                                                    （1,583千円の減額）

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ - 可

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間

議会だより ⑥

三原村議会新組織



平成29年　第1回定例会（3月）の議案の賛否一覧

平成29年　第2回臨時会（3月）の議案の賛否一覧

平成29年　第3回臨時会（4月）の議案の賛否一覧

平成29年　第4回臨時会（5月）の議案の賛否一覧

武 
内
可 

否
田 

村
増 

井
大 

倉
宮 

地
浅 

井
嶋 

田
新 

谷

氏　名

議　案

平成29年度三原村国民健康保険特別会計歳入歳出補正予算を定
めることについて                                    （529千円の増額）

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ - 可

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間

　これから２年間の任期の中で、いくつか改善すべき点があります。その中で、最重点課題は、村
の今抱えている問題と将来計画が、村民に見えないことでは無いかと思います。議会の役割は、
議論を通して、現在の問題点を明らかにし、将来あるべき姿を提案すること、また、その過程を皆
様に方に報告する責務があると考えています。このため、総務常任委員会等を出来るかぎり多く
開き、議論を活発にして、その様子を皆様に伝える手段を再考して参ります。
　より良い村づくりのために、職責を全うするよう努めて参りますので、皆様方のご協力をよろ
しくお願い致します。

82017. 6月号 広報 みはら議会だより ⑦

常任委員会の動き（２月～５月）
2
月
15
日

◎
元
京
阪
神
グ
リ
ー
ン
と
セ
キ
ゼ
の

　

視
察
を
行
い
、そ
の
後
そ
れ
ぞ
れ
に

　

つ
い
て
協
議
。

◎
三
原
村
集
落
活
動
セ
ン
タ
ー
推
進

　

協
議
会
関
係
予
算
に
つ
い
て
協
議
。

◎
中
山
間
地
域
所
得
向
上
支
援
事
業

　

の
経
過
説
明
を
受
け
、協
議
。

◎
農
山
漁
村
振
興
交
付
金
の
農
泊
に

　

つ
い
て
協
議
。

3
月
6
日

◎
3
月
議
会
対
応
に
つ
い
て
補
正
、当

　

初
予
算
等
説
明
。

5
月
23
日

◎
協
議
す
べ
き
事
件
名
に
つ
い
て
協

　

議
。

3
月
6
日

◎
3
月
議
会
対
応
で
日
程
等
協
議
。

４
月
10
日

◎
３
月
定
例
会
等
の
広
報
編
集
。

総
務
常
任
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会

広
報
委
員
会

三原村議会新組織三原村議会新組織三原村議会新組織

議長
宮地　臣一

副議長
田村　清廣

総務常任委員会
◎武内　茂充　　◯新谷　和幸　　嶋田一二三　　　浅井　大徳
　大倉　民雄　　　増井　三郎　　田村　清廣　　　宮地　臣一

議会運営委員会
◎嶋田一二三　　◯武内　茂充　　新谷　和幸　　　増井　三郎
　田村　清廣

広報委員会
◎増井　三郎　　◯大倉　民雄　　嶋田一二三　　　武内　茂充

幡多西部消防議員
　浅井　大徳

各委員会 　◎委員長　◯副委員長

新議長挨拶
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平成29年　第1回定例会（3月）の議案の賛否一覧

平成29年　第2回臨時会（3月）の議案の賛否一覧

平成29年　第3回臨時会（4月）の議案の賛否一覧

平成29年　第4回臨時会（5月）の議案の賛否一覧

全国一斉「子どもの人権全国一斉「子どもの人権110110番」強化週間番」強化週間全国一斉「子どもの人権110番」強化週間
　高知地方法務局と高知県人権擁護委員連合会では、学校における「いじめ」や家庭内における児童
虐待など、子どもの人権問題解消に向け、下記のとおり「子どもの人権１１０番」電話相談の強化週
間を実施します。期間中は相談時間を延長するとともに、土・日も電話相談をお受けします。また、児
童・生徒の皆さんが安心して相談できるよう、フリーダイヤルになっていますので、学校や家庭、友
達関係の悩みごとなど、何でも御相談ください。

　　　実施期間
　　　受付時間

　　　開設場所
　　　電話番号
　　　取扱内容
　　　そ の 他
　　　　　※以上の記事に関するお問い合わせは

高知地方法務局人権擁護課（☎０８８－８２２－３５０３）まで

健やかな生活を送るために、
　後期高齢者健康診査を受けましょう 

　後期高齢者健康診査では、血液や尿検査などを実施しており、みなさまの健康状況を知る良い機
会となっています。生活習慣病などが発見された場合は、早期に、適切な治療を受けることで、病気
の重症化を予防することができます。
■対象者・・・・・高知県後期高齢者医療の被保険者の方
＊ただし、長期入院中の方、施設等への入所者の方は対象外となります。
（長期入院患者や施設入所の方は、すでに健康状態を把握され、医師や施設管理者等の指導を受けて
いると考えられることから、健診の対象から除いています。）
　① 下記のア～ウの方には、個別通知します。
　　 ア.生活習慣病で通院中でない健診対象者の方
　　 イ.昭和1６年４月１日～昭和1７年３月31日生まれの方
　　 ウ.平成２８年度に健診を受けられた方
　② ①以外の方は、申込みにより受診券が発行され、健診を受けることができます。
■自己負担・・・無料
■受診回数・・・平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日の期間内に１回
■受診方法・・・対象者には集団健診の日程等を個別通知します。
 　　　　　　個別に医療機関等で受診を希望される場合は、受診券をお送りしますので、下記までご連
絡ください。
■持ち物・・・・・被保険者証、受診券、問診票
■検査内容
　　1.身体計測…身長・体重・肥満度を測定します。
　　2.血圧測定…血圧を測定します。
　　3.血液検査…血糖・コレステロール・肝機能・腎機能・痛風などの検査をします。
　　4.尿検査……尿たんぱく・尿糖などの検査をします。
　　5.その他……問診や診察などを行います。
■健診結果・・・健診結果は、後日、郵送されます。
■その他・・・・・健診結果は、保健指導などに活用されます。
お問い合わせ先 三原村役場 住民課（電話0880-４６－２１１１）
☆平成29年1月よりセルフメディケーション税制（医療費控除の特例）がはじまりました。
きちんと健康診査等を受診されている方が、対象となる市販薬を購入した際、所得控除を受けられ
る場合があります。健康診査結果通知書の添付が必要など、控除を受けられるための条件がありま
すので、確定申告を行う税務署等へ事前にお問い合わせください。

平成２９年６月２６日（月）から７月２日（日）までの７日間
午前８時３０分から午後７時まで
ただし、土曜日・日曜日は午前１０時から午後５時まで
高知地方法務局人権擁護課（土日は高松法務局人権擁護部）
０１２０（００７）１１０【フリーダイヤル】　※ＩＰ電話からは接続できません。
いじめ、体罰、児童虐待等の子どもをめぐる人権問題
相談は無料、秘密は厳守します。

三原村議会新組織



平成29年度当初予算の概要

増減率(%)

△ 6.1

6.9

4.7

0.6

17.1

5.8

3.1

△ 0.6

61.8

0.0

△ 2.9

増減額

△ 147,200

54,500

15,500

300

5,100

13,600

1,500

△ 400

18,900

0

△ 92,700

構成比(%)

75.2

24.8

10.4

1.5

0.9

7.3

1.5

2.2

1.0

0.0

100.0

当初予算額

2,403,400

793,500

333,000

48,000

29,800

233,600

48,000

70,400

30,600

100

3,196,900

区　　　分

（1）一般会計

（2）特別会計

国民健康保険

国 保 診 療 所

後期高齢者医療

介 護 保 険

電 気 事 業

簡 易 水 道

農業集落排水

土 地 取 得

合計（1）＋（2）

平成２８年度

構成比(%)

72.7

27.3

11.2

1.6

1.1

8.0

1.6

2.3

1.6

0.0

100.0

当初予算額

2,256,200 

848,000

348,500

48,300

34,900

247,200

49,500

70,000

49,500

100

3,104,200

平成２９年度

（単位：千円）【会計別当初予算の状況】

増減率(%)

30.7

8.0

△ 10.6

147.6

18.6

△ 10.8

3.8

△ 1.0

△ 39.0

6.2

△ 23.1

△ 6.1

増減額

83,840

8,060

△ 7,410

73,428

9,762

△ 231,040

1,915

△ 11,446

△ 130,706

11,775

△ 102,578

△ 147,200

構成比(%)

11.4

4.2

2.9

2.1

2.2

88.6

2.1

46.2

13.9

7.9

18.5

100.0

当初予算額

273,229

100,983

69,988

49,737

52,521

2,130,171

50,053

1,111,452

335,215

189,334

444,117

2,403,400

区　　　分

（1）自主財源

村 税

分担金・使用料等

繰 入 金

そ の 他

（2）依存財源

譲与税・交付金等

地 方 交 付 税

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

村 債

合計（1）＋（2）

平成２８年度

構成比(%)

15.8

4.8

2.8

5.5

2.8

84.2

2.3

48.8

9.1

8.9

15.1

100.0

当初予算額

357,069

109,043

62,578

123,165

62,283

1,899,131

51,968 

1,100,006

204,509 

201,109

341,539

2,256,200

平成２９年度

（単位：千円）【一般会計歳入】

　一般会計の総額は、２２億５,６２０万円で、前年度比６.１％の減となっています。 

　増額の主な要因は、投資的経費の減少（農産物加工処理施設等）が影響しております。 

　また、国民健康保険などの特別会計を合わせると、３１億４２０万円となり、この予算で平成２９年

度がスタートしています。 
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増減率(%)

1.0

△ 0.4

0.3

3.8

△ 31.1

△ 35.3

302.2

7.7

1.3

2.6

△ 2.1

87.4

△ 6.1

増減額

6,622

△ 1,479

275

7,826

△ 229,618

△ 257,578

27,960

75,796

4,616

9,505

△ 3,834

65,509

△ 147,200

構成比(%)

28.4

15.6

4.3

8.5

30.8

30.4

0.4

40.8

15.0

15.2

7.4

3.1

100.0

当初予算額

682,668

373,977

104,463

204,228

739,159

729,906

9,253

981,573

361,440

366,294

178,866

74,973

2,403,400

区　　　分

（1）義務的経費

人件費

扶助費

公債費

（2）投資的経費

普通建設事業

災害復旧事業

（3）そ　の　他

物件費

補助費等

繰出金

その他

合計（1）＋（2）＋（3）

平成２８年度

構成比(%)

30.6

16.5

4.6

9.4

22.6

20.9

1.6

46.9

16.2

16.7

7.8

6.2

100.0

当初予算額

689,290

372,498

104,738

212,054

509,541

472,328

37,213 

1,057,369

366,056

375,799

175,032

140,482

2,256,200

平成２９年度

（単位：千円）【一般会計歳出】

H29年度
一般会計
歳　入

2,256,200千円

H29年度
一般会計
歳　出

2,256,200千円

村税
109,043千円

その他
140,482千円

人件費
372,498千円

扶助費
104,738千円

公債費
212,054千円

普通建設事業
472,328千円

物件費
366,056千円

補助費等
375,799千円

繰出金
175,032
千円

分担金・使用料等62,578千円

その他62,283千円

繰入金123,165千円

譲与税・交付金等51,968千円

災害復旧事業
37,213千円

地方交付税
1,100,006千円

国庫支出金
204,505千円

県支出金
201,109千円

村債
341,539千円
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　国民年金基金は、国民年金 ( 老齢基礎年金 ) に上乗せすることができて、 税金もおトクな、自
営業などの第1号被保険者の方々のための公的な年金制度です。

◉国民年金基金で老後に必要な生活費と年金額のギャップを埋めるこ
　とができます。
　老後に受け取れる国民年金（老齢基礎年金）はご夫婦で月に１３万円。一方、高齢者のご夫婦世
　帯が実際に必要とする生活費は月額約２７万円と言われています。両者には大きなギャップ
　があり、老後に向けた計画的な資産形成が必要です。

◉国民年金基金で高まる長生きリスクに備えることができます。
　日本は世界一の平均寿命を誇っており、平成２７年簡易生命表（厚生労働省統計情報部）によ
　ると６５歳の平均余命は男性が１９年、女性が２４年ですが、今後も平均余命は延伸すること
　が見込まれています。長期化する老後の備えとして考えたとき、生涯受け取ることのできる
　「終身年金」は心強い味方です。

　国民年金基金は、自営業者やフリーランスなど国民年金の第
１号被保険者の方々が安心して老後を過ごせるように、老齢基
礎年金（国民年金）にゆとりをプラスする公的な年金制度です。
６０歳以上６５歳未満の方や海外居住されている方で国民年金
に任意加入している方も加入できます。

① 公的な個人年金!
国民年金に上乗せとなる公的な年金制度。 
掛け捨てにならず、確実に将来の年金増加に
繋がります。

③ おトクな税制措置!
公的な年金制度なので支払った掛金は全額、 
社会保険料控除の対象。所得税・住民税が軽
減されます。※海外に居住されている方は原
則として所得控除を受けられません。

② 生涯受け取れる年金!
公的な年金だからこそ、生涯受け取れる終身 
年金が基本。
長い老後も安心です。

④ 少額から始められる、
わかりやすい仕組み!

加入時の年齢・性別・給付の型で毎月の掛金
額・年金額が決定。ライフプランに合わせて、 
自分だけの年金を作れます。

国民年金広場国民年金広場国民年金広場国民年金広場国民年金広場

国民年金基金という提案

国民年金基金が選ばれる理由

国民年金
基金

国　民　年　金

厚　生　年　金
確定拠出年金
（個人型）

確定搬出年金（個人型）

自営業者等
（第１号被保険者）

会社員
（第２号被保険者）

専業主婦
（第３号被保険者）

公務員等

確定拠出年金
（企業型）

確定給付型
年　金

確定給付型
年　金

年金払い
退職給付金
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年　金　相　談年 金 相 談

幡多年金事務所の職員が、年金に関するご相談をお受けします。
・開設日：平成２９年６月１５日(木曜日)　
・開設時間：午前１０：００～午後１２：００まで　　
・開設場所：三原村役場・第三会議室
年金相談に来られる方は、予約していただくと、当日お待たせす
ることなくスムーズに相談が受けられますので、前もって三原
村住民課（４６-２１１１）までご連絡ください
（※予約していない方でも当日相談に来ていただくことは可能
ですので、何か聞きたいことがあれば、ぜひ出張年金相談をご利
用ください）。

相談時に必要なもの
　・年金手帳
　・写真付きの身分証明書等（運転免許証推奨）
　・年金証書
　・その他日本年金機構から交付された文書
　※代理の方が相談に来られる場合は、併せて委任状と写真付きの身分証明書等（代理で来
られる方のもの）が必要です（委任状が必要な方は三原村住民課までご連絡ください）。

国民年金広場国民年金広場

出張年金相談開設のお知らせ

●課税所得金額がおよそ４００万円の場合で

※所得税及び復興特別所得税の合計税率を２０.４２％、住民税を１０％として計算。

公的な
個人年金だから

税制面で
とても有利

◉ご家族の掛金もまとめて控除できます。
　自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保
険料を支払った場合には、その支払った金額を社会保険料控除の対
象とすることができます。

◉他の商品も含めて税制優遇枠をフル活用。
　国民年金基金の最大のメリットとも言える「掛金が全額社会保険
料控除」という税制優遇枠。しかも税制優遇枠が競合しないことか
ら、他の金融商品と併用することで賢く節税しながら老後に向けた
資産形成ができます。

◉国民年金基金の強みはおトクな税制優遇。
　節税しながら老後資金の準備ができます。
　国民年金基金の税制優遇について

掛金納付時

年間上限８１.６万円／１名
掛金は全額、社会保険料は控除

給付受取時

年金：公的年金等控除
遺族一時金：非課税

国民年金基金の掛金の
年間合計が

30万円の場合
掛金は、実質

約21万円

所得税・住民税の合計　約９万円の軽減
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新規職員の紹介 三原村行政組織図
　　平成29年４月10日現在

村　長

田野　正利
副村長

藤本　節雄

参事

高添　信行

教育長

東　　章子

総務課長

武内　可一

住民課長

矢野　龍幸

診療所管理者

池　　洌

産業建設課長

田辺　政克

議会事務局長

中内　昭子

農業委員会事務局長

(田辺　政克)

選挙管理委員会書記

（武内　可一）

教育次長

中西　静男

中央公民館長

（中西　静男）

会計管理者

中西　房子

総務課長補佐

新谷　進一

企画財政・地籍担当
課長補佐

内岡　博幸

税務担当課長補佐

東　　洋助

住民福祉
介護保険担当課長補佐

（矢野　龍幸）

保健衛生･人権

国保担当課長補佐

近森　洋一

診療所事務長

（矢野　龍幸）

農業振興・商工観光担当
課長補佐

阿部あけみ

林業担当課長補佐

(田辺　政克)

農業土木・建設・人権担当
課長補佐

大塚　　猛

(事務局)課長補佐

沢良木孝行

書記

（新谷　進一）

学校給食共同調理所長

(中西　静男)

総務係長

(新谷　進一)

消防防災係長

(中内　　靖)

企画財政係長

(内岡　博幸)

税務係長

（東　　洋助）

戸籍係長　兼
住民福祉・介護保険係長

田野　利佳

住民福祉支援係長

谷本　純子

福祉センター所長

榎　真奈女
国保係長

谷口　春夫

保健衛生係長

(近森　洋一)

保育所長

永野   　愛

商工観光係長

(阿部あけみ)

農業振興係長

(沢良木孝行)

林業振興係長

加用　慎吾

農業土木・建設・
災害担当係長

(大塚　　猛)

篠田　千尋
（高知県派遣）

中平　　篤
東　壮太郎
岩本　幸大

秋澤　　晃

敷地　裕也

市原　達朗
細川　慧宇
多智花宏美

岡本　佳子
板川　恵里
新垣　茉里
中平佐智子

福本　吏沙

田野　宏樹

小橋　優子
中平千代子

藤本　信吾

大石　　大

木戸　一寿
矢野　　綾
遠山　大雅

松原　　稔

松岡　千博
濱口　裕也

宮谷　伸世
津野　千穂

（事務局員全員）

　

今
年
度
よ
り
住
民
課
で
お
世
話
に
な
っ
て
お

り
ま
す
多
智
花
で
す
。

　

四
万
十
市
出
身
で
す
が
、
ご
縁
が
あ
っ
て
自

然
豊
か
な
三
原
村
に
住
め
る
こ
と
に
な
り
、
と

て
も
嬉
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
今
は
父
親
の

実
家
の
下
長
谷
に
住
ん
で
い
ま
す
。

　

村
の
お
役
に
立
て
る
よ
う
に
頑
張
り
ま
す
の

で
、
こ
れ
か
ら
ご
指
導
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
保
育
園
で
過
ご
せ

る
よ
う
、
心
と
体
の
成
長
を
支
え
な
が
ら
保
育

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

総務課住民課保育所
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新規職員の紹介新規職員の紹介新規職員の紹介
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れ
か
ら
ご
指
導
を
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ろ
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く
お
願
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多智花宏美
たちばな ひろみ

　

４
月
か
ら
三
原
村
役
場
で
お
世
話
に
な
っ
て

い
ま
す
。不
慣
れ
な
点
が
多
く
、ご
迷
惑
を
お
か

け
す
る
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、地
元
の

た
め
に
尽
く
せ
る
よ
う
努
力
し
て
い
き
ま
す
の

で
、よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

敷地　裕也
しきじ ゆうや

多智花光男
たちばな みつお
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よ
ろ
し
く
お
願
い
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ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
保
育
園
で
過
ご
せ

る
よ
う
、心
と
体
の
成
長
を
支
え
な
が
ら
保
育

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

新垣　茉里
あらかき ま　り

小
学
校
転
入
職
員

小
中
兼
務

奥　　幸憲
（教諭）

おく ゆきのり

米田　菜摘
（養護教諭）

よねだ なつみ

宮川　明美
（用務員）

みやがわ あけみ

小松　美晴
（講師）

こまつ みはる

二神　洋子
（スクールアシスタント）

ふたがみ ようこ

中
学
校
転
入
職
員

尾崎　由佳
（教諭）

おさき ゆか

高津佐　彰　
（教諭）

こつさ あきら

金子木綿子
（講師）

かねこ ゆうこ

藤本　かえ
（スクールアシスタント）

ふじもと

濱田　和穂
（講師）

はまだ かずほ

岡崎　勇樹
（事務員）

おかざき ゆうき

小澤　充材
（学力向上支援員）

おざわ あつき

総務課総務課住民課住民課保育所保育所 総務課住民課保育所

　地域おこし協力隊として、集落活動センターやまびこに勤務し
ています。
　主な内容は、ふるさと納税の返礼品を発注することです。
　現在は、米とどぶろくが主ですが、露地栽培野菜の返礼品も企画
していますので、村民の民様のご協力をお願いします。
　三原村は、たくさんの自然を残しており、とても魅力的です。
　これからは、三原村の魅力を村外に知らせていきたいと思って
います。

地域おこし
協力隊
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平成26年平平平平平平平平平平平 26年平成26年
8月1日現在

危険物

処難

処難

家リサ

家リサ

処難

危険物

処難

油類（ガソリン、灯油）

アスベスト（石綿）

アルミホイール（自動車）

衣類乾燥機

エアコン（室内機・室外機）

運搬機類 

ＬＰガスボンベ

大型コピー機

販売店等へ相談。

産廃業者又は専門業者へ相談。

販売店又は解体業者へ相談。

販売店等又はリサイクル券購入（郵便局）後、四万十市の指定場所へ。

販売店等又はリサイクル券購入（郵便局）後、四万十市の指定場所へ。

販売店又は解体業者へ相談。

販売店等に相談。

販売店または解体業者へ相談。

あ行

危険物

処難

処難

処難

処難

リサ

処難

処難

ガソリン

瓦

木（工事で発生したもの）

魚網（漁業等で使用した網類） 

金庫

蛍光管・水銀灯など（事業用）

車の部品全般（ホイールなど） 

耕運機類

販売店等に相談。

産廃業者又は最終処分業者等へ相談。

産廃業者又は最終処分業者等へ相談。

産廃業者又は最終処分業者へ相談。

産廃業者又は最終処分業者へ相談。

産廃業者又は最終処分業者へ相談。

販売店又は解体業者等へ相談。

販売店又は解体業者等へ相談 。

か行

処難コンバイン類
販売店又は解体業者等へ相談。

処難

処難

処難

処難

処難

処難

処難

処難

処難

家リサ

殺そ剤（ねずみ駆除用） 

自動販売機（ジュース）

事務所の机（金属）

事務所のキャビネット（金属） 

消火器

ショーケース（ジュース等）

シンナー

精米機

石膏ボード

洗濯機

販売店等に相談。

事業用をご家庭で使用しても事業用となる。

産業廃棄物。ご家庭での使用物は受入可能。

産業廃棄物。ご家庭での使用物は受入可能。

販売店等へ相談。

事業用をご家庭で使用しても事業用となる。

販売店等へ相談。

販売店、産廃業者及び解体業者へ相談。

産廃業者又は専門業者へ相談。

販売店等又はリサイクル券購入（郵便局）後、四万十市の指定場所へ。

さ行

処難

処難

PCリサ

家リサ

タイル

タイヤ（自動車・バイク）

ディスプレイ（パソコン）

テレビ（ブラウン管及び液晶・プラズマ）

産廃業者又は最終処分業者等へ相談。

ガソリンスタンド・販売店及び解体業者へ相談。

メーカーの自主回収利用。

販売店等又はリサイクル券購入（郵便局）後、四万十市の指定場所へ。

た行
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　掲載されている持込禁止物は、主なものです。不明なものにつきましてはお気軽にお問い合わせ
下さい。なお、取扱いについて変更が生じる場合がありますのでご理解ご協力をお願いします。

幡多広域市町村圏事務組合 幡多クリーンセンター
高知県四万十市上ノ土居 1544 番地

TEL:0880-31-2600・FAX:0880-31-2626

ごみの受入時間
月曜日～金曜日 （土日祝日はお休みです）

午前の部 9:00～12:00・午後の部 13:00～16:30

ごみ処理手数料 ：　　　　　　　　10kgあたり130円

お問合せ先

家庭系一般廃棄物
事業系一般廃棄物

処難物干し台（コンクリート製）
産廃業者・解体業者又は最終処分場業者へ相談。

ま行

危険物薬品類（劇物・毒物・農薬）
販売店等に相談。

や行

処難

家リサ

家リサ

処難

処難

処難

家リサ

PCリサ

危険物

……処理困難物又は受入禁止物

……家電リサイクル法対象物

……ＰＣリサイクル法対象物

……機器及び人体に悪影響を与える物

ルーヒング（屋根の下に敷く油紙）

冷蔵庫

冷凍庫

冷凍庫・冷蔵庫（業務用）

れんが

業者が壊して発生したものは産廃。

販売店等又はリサイクル券購入（郵便局）後、四万十市の指定場所へ。

販売店等又はリサイクル券購入（郵便局）後、四万十市の指定場所へ。

販売店等又はリサイクル券購入（郵便局）後、四万十市の指定場所へ。

産廃業者又は、最終処分場業者への相談。

ら行

テレビデオ

動物の死体

灯油

土・砂・石

トラクター

家リサ

処難

危険物

処難

処難

販売店等又はリサイクル券購入（郵便局）後、四万十市の指定場所へ。

お住まいの市町村役場に相談。

販売店等へ相談。

産廃業者又は最終処分業者等へ相談。

販売店又は解体業者等へ相談 。

危険物

処難

農薬

農薬の容器
販売店等に相談。

事業用は産廃。家庭菜園分のみ持込可能。要洗浄。

な行

処難

処難

PCリサ

処難

処難

処難

処難

処難

バイク   

バッテリー

パソコン（モニター含む）

パレット（事業所から出たもの）

ピアノ

ビニール類（農業・事業所排出分）

ブロック・コンクリート片

ボイラー本体・丸型タンク

販売店等に相談。

産廃業者又は最終処分業者等へ相談。

産廃業者又は最終処分業者等へ相談。

産廃業者又は最終処分業者へ相談。

産廃業者又は最終処分業者へ相談。

産廃業者又は最終処分業者へ相談。

販売店又は解体業者等へ相談。

販売店又は解体業者等へ相談 。

は行



危険物安全週間とは？

身近にある危険物

セルフ付ガソリンスタンドの安全は利用の為に

182017.6月号 広報 みはら

国際交流員の

ニコラス・コンチーです！
vol.5

フェリーで九州に行きました 別府で地獄巡りをしました！

　

　初夏を迎えてだんだん暑くなってきました。皆さんは外で散歩したり遊ん

だりしていますか。

　ゴールデンウイークの少し前に彼女と一緒に大分へ旅行に行ってきまし

た。初めて大分に行ったのですが、素晴らしい旅行となりました。地獄の温泉

卵は特に美味しかったです。

　そして７月に一週間ぐらいアメリカに帰る予定なのですが、１年間帰って

いないので様々な違いが分かるでしょう。日本に来たときは「左側で運転す

るのが本当にこわい」と思っていましたが、今は日本で運転することに慣れ

てしまい、逆にアメリカで運転するのが怖いです！

　料理・言語などが急に変わるとカルチャーショックを受けるのが普通です

が、海外に住んでいる人が帰国したら逆カルチャーショック（英語：reverse 

culture shock）という現象も体験できますね。

　私は３年間ドイツに住んだことがあるのですが、アメリカに帰ると逆カル

チャーショックを受けました。「アメリカの車って本当に大きいな！」とよく

思いました。自分の国なのに外国へ行ったみたいと感じたのがとても印象に

残ります。確かに人間はどこに住んでもすぐ日常生活に慣れてきますね。

　そして私がドイツに帰ったら「ただいま」と思ってしまいました。でも、こ

の逆カルチャーショックから色々ないいところも理解できると思います。自

分の国や文化などを「外国人」として考えてみれば、国際的な見方が生まれま

す。

　

　アメリカから日本に帰ったら、母国について何を学んだのか楽しみにして

います。



危険物安全週間とは？危険物安全週間とは？

身近にある危険物身近にある危険物

　危険物を取り扱う事業所における自主保安体制の確立を図るため、毎年６月の第２週を「危険物安全

週間」とし、危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発を全国的に推進しています。

6月4日（日）から6月10日（土）まで、危険物安全週間。
あなたなら　無事故の着地　決められる

　私たちが普段から何気なく使用している日用品にも、危険物の入った製品がたくさんあります。これ

らの製品は生活する上で便利なものですが、その取扱い方法を誤ると大きな事故につながりかねません。

　製品に記載された注意書きをよく読み、正しい取扱いをしましょう。

危険物安全週間とは？

身近にある危険物

火災　救急は１１９
～火の用心　ことばを形に　習慣に～

　ドライバーの皆さんが自分で給油をするセルフ式ガソリンスタンドは、近辺に設置され身近な存在

になっています。セルフ式ガソリンスタンドは、いろいろな安全装置付きの機器がもうけられるととも

に、従業員がドライバーの皆さんの行う給油作業を見守っています。

　しかし、ガソリンや軽油は、その取扱方法を誤ると大きな事故につながりかねません。利用するドラ

イバーの皆さんも、次の事項に十分注意して安全な給油作業を心がけましょう。

セルフ付ガソリンスタンドの安全は利用の為にセルフ付ガソリンスタンドの安全は利用の為にセルフ付ガソリンスタンドの安全は利用の為に

1.エンジンOFF!
2.油種の確認!
3.静電気除去シートにタッチ!
4.ノズルは奥までレバーをしっかり!
5.注ぎ足し給油をしなし!
6.給油口キャップの置き忘れに注意!

　改正消防法が施工され、既存住宅の、寝室や
階段上に住宅用火災警報器の設置が義務付け
られています。
　電気店・ホームセンター・ガス販売店で、
2,000円～15,000円前後で販売
しております。
　取り付けは商品付属の説明
書に従っていただければ、簡
単に取り付けできます。

売

19 2017.6月号 広報 みはら

私たちのまわりの危険物
★燃　料　●ガソリン　　　●軽油　　●灯油　　　★塗　料　●合成樹脂塗料　●ラッカーシンナー

★化粧品　●マニキュア　　●除光液　　　　　　　★文房具　●接着剤　　　　●油絵用とき油

★その他　●防水スプレー　●靴クリーナー　●アウトドア用助燃剤（主成分としてアルコール類を使用）

　　　　　●アロマオイル　●高濃度アルコール飲料

住宅用火災警報器
の設置について

幡多西部消防組合三原分署　予防係　　℡ 0880-46-2629



ご存知ですか？平成２９年度間伐事業等の支援制度ご存知ですか？平成２９年度間伐事業等の支援制度 平成平成２９２９年４月から、月から、医療保険料医療保険料の軽減率軽減率が変わりますが変わります平成平成２９２９年４月から、月から、医療保険料医療保険料の軽減率軽減率が変わりますが変わります平成２９年４月から、医療保険料の軽減率が変わります

①　所得割の額が変わる方 ▶ 年収　約１５３万円～約２１１万円の方

保険料を年金からの引き落としで納めている皆さまへ

75歳以上
の皆さまへ

(※)

平成平成２９２９年８月から、月から、高額療養費高額療養費の上限率上限率が変わりますが変わります平成平成２９２９年８月から、月から、高額療養費高額療養費の上限率上限率が変わりますが変わります平成２９年８月から、高額療養費の上限率が変わります70歳以上
の皆さまへ

平成平成２９２９年１０１０月から、月から、高熱水費高熱水費の負担負担が変わりますが変わります平成平成２９２９年１０１０月から、月から、高熱水費高熱水費の負担負担が変わりますが変わります平成２９年１０月から、高熱水費の負担が変わります
医療療養病床に入院している６５歳以上の皆さまへ

75歳以上（※）の方の保険料は、①年収に応じて納めていただく部分（所得割）と、②全員に納めていただく定額部分（均等割）があります。平成２９年４月
から、７５歳以上（※）の方の保険料が下のように変わります。
（※）６５歳以上７５歳未満で障害認定を受け、後期高齢者医療保険に加入された方を含みます。

平成28年度までの所得割は、特例的に５割軽減されていましたが、平
成29年度は２割軽減になります。（均等割の定額部分は変わりません）

５割軽減

２割軽減

所得割

本来納めて

いただく

所得割額

特例（平成２８年度）

納付額（５割）

特例（平成２９年度）

納付額（８割）

②　均等割の額が変わる方 ▶ 元被扶養者で､特定の要件に該当する方
平成28年度までの均等割は、特例的に９割軽減されていましたが、平成
29年度は７割軽減になります。

元被扶養者とは…後期高齢者医療保険に加入する前日に、ご家族の会社の健康保険などで被扶養者だった方
特定の要件の例…単身の方であれば、年金収入が168万円を超える方など
　　　　　　　　　　　　　　　　75歳以上の夫婦2人世帯であれば、一方の年金収入が168万円を超える場合など
※ただし、元被扶養者であっても、世帯の所得が低い方は、均等割の軽減（９割軽減、8.5割軽減）が受けられます。

年金からの引き落としの場合、前半（4月・6月・8月）の保険料は前年度
と同じ額を引き落とし、後半（10月・12月・2月）で残りの保険料を調整し
ます。そのため平成28年度よりも平成29年度の保険料額が増えますが、
実際に引き落とし額が増えるのは、10月からです。
引き落とし額の間違いではありませんので、ご注意ください。

　　●高知県後期高齢者医療広域連合
　　●三原村役場 住民課 後期高齢者担当窓口

【引き落とし額の例】元被扶養者に該当する方の場合

平成２８年度の保険料額…年額４，５３０円

平成２９年度の保険料額…年額１３，５９０円

高額療養費制度とは…ひと月に支払った医療費が高額になり、決められた上限額を超えた場合に、上限額を超えてお支払いいただいた分を払い戻す
制度です。上限額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。
平成２９年８月から、７０歳以上の方の上限額が下表のように変わります。

※1　世帯収入の合計額が520万円未満（１人世帯の場合は383万円未満）の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2　過去12か月以内に３回以上、上限額に達した場合は、４回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

◆平成29年10月から、医療療養病床に入院している65歳以上の皆さまの光熱水費のご負担額を上表のように見直します。
◆この見直しは、在宅療養や介護保険施設に入所する方には、現在すでに１日370円の光熱水費をご負担いただいていることを踏まえたものです。その
　　ため、上表のように段階的に変更し、１日370円の光熱水費のご負担をお願いすることとなります。
◆ただし、指定難病の方･老齢福祉年金受給者については、引き続き負担を求めません。
※今回の光熱水費の見直しは、一般病床・精神病床等に入院されている方は対象外です。

７０歳以上の方の上限額（月ごと）
どの適用区分に該当するかは、被保険者証、高齢受給者証または限度額認定証でご確認いただけます。

平成２９年８月から平成２９年７月まで

９割軽減
７割軽減

所得割

本来納めて

いただく

所得割額

特例（平成２８年度）

納付額（1割）

特例（平成２９年度）

納付額（３割）

７００円 ７００円 ７００円 ８３０円 ８００円 ８００円

４月 ６月 ８月 １０月

※実際の金額は都道府県によって異なります。

１２月 ２月
８００円 ８００円 ８００円 ３,７９０円 ３,７００円 ３,７００円

　　　　厚生労働省　高齢者医療制度
　　▲保険料・高額療養費の詳しい内容については、こちらからも確認できます

お問合せは
こちらまで

　　　適用区分

課税所得
１４５万円以上の方

課税所得
１４５万円未満の方（※１）

Ⅱ住民税非課税世帯

Ⅰ住民税非課税世帯
（年金収入８０万円以下など）

外来（個人ごと）

４４,４００円

１２,０００円

　８,０００円

外来＋入院（世帯ごと）

８０,１００円＋（医療費）－２６７,０００円×１％
〈多数回 ４４,４００円〉（※２）

４４,４００円

２４,６００円

１５,０００円

現
役
並
み

一
般

住
民
税

非
課
税

外来（個人ごと）

５７,６００円

１４,０００円
年間上限１４万４,０００円

　
８,０００円

外来＋入院（世帯ごと）

８０,１００円＋（医療費）－２６７,０００円×１％
〈多数回 ４４,４００円〉（※２）

５７,６００円
〈多数回 ４４,４００円〉（※２）

２４,６００円

１５,０００円

医療療養病床に入院している
６５歳以上の方

・医療の必要性の低い方

・医療の必要性の高い方
　（指定難病の方以外）

・指定難病の方
・老齢福祉年金受給者

現在
（平成２９年９月まで）

３２０円

　　０円

　　０円

平成２９年１０月～
平成３０年３月まで

３７０円

２００円

　　０円

平成３０年４月～

３７０円

３７０円

　　０円

ご
負
担
い
た
だ
く

【
１
日
当
た
り
の
光
熱
水
費
】
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ご存知ですか？平成ご存知ですか？平成２９２９年度間伐事業等の支援制度年度間伐事業等の支援制度ご存知ですか？平成ご存知ですか？平成２９２９年度間伐事業等の支援制度年度間伐事業等の支援制度ご存知ですか？平成２９年度間伐事業等の支援制度

お問い合わせ先

高知県 林業振興・環境部木材増産推進課（間伐担当）088-821-4602
安芸林業事務所　　　0887-34-1181　　中央東林業事務所　0887-53-0655
嶺北林業振興事務所　0887-82-0162　　中央西林業事務所　088-893-3612
須崎林業事務所　　　0889-42-2371　　幡多林業事務所　　0880-35-5977
■もしくは、お近くの市町村、森林組合までお問い合わせください。

みどりの環境整備支援交付金と公益林保全
整備事業には、みなさまからお預かりした森林
環境税が活用されています。

注意！：上記の事業を実施した場合には転用制限期間（５年又は１０年）がありますので、
　　　　山林を開発、転売、皆伐などを計画する場合は、必ず下記のお問い合わせ先へ連絡してください。

作業種

再造林

シカ被害防護施設

下刈り（隔年）

補助要件等

　造林補助事業で採択された人工造林及び附帯施設等整備（鳥獣害防止
施設等整備）、下刈り（隔年）とする。
   ただし、シカ被害防護施設については、再造林と一体的に実施するも
のとする。

補助率

22％以内（造林補助率68％の場合は、合わせて90％となる。）

作業種

間　伐

対象林齢

11～60年生

31～60年生

事業規模

0.1ha以上／施行地

0.1ha以上／施行地

事業規模

補助要件等

補助要件等

　 保安林又は市町村森林整備計画に規定する
公益的機能が高い森林で集約化が困難な森林

　国庫補助事業の対象とならない森林

補助率

定額80,000円／ha

定額183,000円／ha
定額122,000円／ha

区分

森林
環境
保全
直接
支援
事業

環境
林
整備
事業

　下記の①、②のいずれかに該当している
こと。
①森林経営計画の認定を受けた者。
②特措法に基づく特定間伐促進計画の事業
主体に位置付けられた者。

不用木の除去、不良木の淘汰

Ａ：不用木の除去、不良木の淘汰
Ｂ：伐採木の平均胸高直径が18cm
未満の不用木の除去、不良木の淘汰

　不用木の除去、不良木の淘汰、
搬出集積

　不用木の除去、不良木の淘汰、支
障木やあばれ木等の伐倒、搬出集積

　不用木の除去、不良木の淘汰

　下記の①、②のいずれかに該当している
こと。
①森林経営計画の認定を受けた者。
②特措法に基づく特定間伐促進計画の事業
主体に位置付けられた者、かつ集約化実施
計画の対象森林。
・いずれも事前計画の提出が必要。（森林作
業道の計画を含む）

　下記の①、②のいずれかに該当していること。
①県・市町村（ただし、事業主体が自ら所有する森
林以外で森林所有者と締結した場合、又は寄付や
分収契約解除等により公有林化した森林で実施し
た場合に限る。）
②森林整備法人、森林組合、森林法施行令第11条に
定める特定非営利活動法人等（ただし、事業主体が
自ら所有する森林で実施することを除くことと
し、地方公共団体及び森林所有者と協定を締結し
た場合に限る。）

①森林経営計画に基づく場合
　森林経営計画ごとに間伐・
更新伐の施行地面積の合計が
5h a以上で平均搬出材積が
10m3以上
②森林施業計画又は特定間伐
等促進計画に基づく場合
　集約化実施計画ごとに間伐・
更新伐のそれぞれにおいて施
行地面積の合計が5ha以上で平
均搬出材積が10m3/ha以上

※森林経営計画に基
づく場合は標準伐期
齢の２倍以下の林齢

事業内容

除伐：不用木の除去（森林環境保全直接支援事業）

保育間伐Ａ：不用木の除去、不良木の淘汰（森林環境保全直接支援事業）

保育間伐Ｂ：伐採木の平均胸高直径が18cm未満の不用木の除去、
不良木の淘汰（森林環境保全直接支援事業）

保育間伐Ｃ：不用木の除去、不良木の淘汰（環境林整備事業）

造林事業で採択された除伐及び保育間伐（Ａ・Ｂ・
Ｃ）とする。

保安林又は市町村森
林整備計画に規定す
る公益的機能が高い
森林（72％）
その他（36％）

再造林及び被害防護施設等に対する支援制度

■森林資源再生支援事業(県事業)…造林事業への嵩上げ（造林事業と合計で概ね90%相当）

自分で自分の山を手入れをする場合の補助事業（自伐林家等を含む。）

■緊急間伐総合支援事業（県事業）　下表以外に…路網整備（500～1,500円/m）など

事業名

公益林保全整備事業（保育間伐）

森林整備支援事業（搬出間伐）

間伐率

30％

30％
20％

作業種

更新伐

除伐

保育
間伐

間伐

搬出
間伐

対象林齢

～60年生

～90年生

Ｃ：～60年生
（保育間伐Ｃ）

～25年生
（除伐）

Ａ：～35年生
（保育間伐Ａ）
Ｂ：林齢制限なし
（保育間伐Ｂ）

事業規模

0.1ha以上／施行地

0.1ha以上／施行地

0.1ha以上／施行地

0.1ha以上／施行地

補助要件等 補助率

68％

施業を集約化し、間伐等を行う場合の補助事業

■造林事業(国庫事業)　下表以外の作業種…再造林、鳥獣害防止施設、下刈、森林作業道等

間伐率

作業種

間伐材生産

対象林齢

～60年生

補助要件等

①県が作成する体質強化計画に明記された「原
木供給計画参画事業実施主体」のうち、市町村、
森林所有者、森林組合等、森林法施行令第11条
に定める特定非営利活動法人等、森林経営計画
認定者等、特定間伐促進計画の事業主体に位置
付けられた者並びに知事が認める者
②同一林班又は区域内に森林経営計画が作成
されている場合は、翌年度末までに本事業での
施行箇所を経営計画対象森林とすること。

補助率

定額
350千円/ha+
間接費以内

■木材安定供給推進事業支援事業(国庫事業)　下表以外の作業種…路網整備

間伐率

30％

規定無

30％

作業種

除伐

保育間伐

対象林齢

11～25年生

11～35年生

11～45年生

11～45年生

補助率

定額35,000円／ha

定額35,000円／ha

定額30,000円／ha

定額23,000円／ha

■みどりの環境整備支援交付金(県事業)…造林事業への嵩上げ（造林事業と合計で概ね90%相当）

0.1ｈａ以上／施行地
不良木の除去、不良木の淘汰、
支障木やあばれ木等、の伐倒
造材、集材、搬出集積、積込

事業内容

事業内容

※20%の間伐は、高知県小規模林業推進協議会の会員に限ります。

平成２９年４月から、医療保険料の軽減率が変わります平成２９年４月から、医療保険料の軽減率が変わります

平成２９年８月から、高額療養費の上限率が変わります平成２９年８月から、高額療養費の上限率が変わります

平成２９年１０月から、高熱水費の負担が変わります平成２９年１０月から、高熱水費の負担が変わります

21 2017.6月号 広報 みはら



相談 西部広域手話通訳者西部広域手話通訳者
設置事業について設置事業について
西部広域手話通訳者
設置事業について

　「9月1日」の佳日に県内6会場で、高知新聞社、RKC高知放送高知新聞社会福祉事業団の主催によります
金婚夫婦祝福式典が下記の要領により実施されます。
　参加を希望する方は、三原村住民課まで申し込んでください。

資 格

申し込み方法
申し込み期限
式 典 日 時
場 所
問 合 せ 先

昭和42年1月1日から同年12月31日までに婚姻届をしている高知県在住のご夫婦
（それ以前の届出でも初めて申し込む方は可）
申し込み用紙への記入もしくは、インターネットからの受付
※申し込み用紙への記入の場合、役場にてまとめて提出をしますので住民課までご連絡ください。
平成29年6月16日（金）
平成29年9月1日（金）午後2時開始
四万十市（新ロイヤルホテル四万十）
三原村住民課（☎46-2111）又は
(株)高知新聞企業 事業企画部内「金婚式」係（☎088-825-4328）

　精神障害者又は精神障害の疑いのある方やそ
のご家族に対し、精神科医師による相談を開催し
ます。

日　時　6月28日（水）
時　間　13時30分～
　　　　15時30分
場　所　高知県幡多福祉保健所
定　員　2件
締　切　6月14日（水）までに
　　　　お電話でご予約下さい
主　催　高知県幡多福祉保健所

＜お問い合わせ先＞
高知県幡多福祉保健所　健康障害課　

住 所：四万十市中村山手通１９　
電 話：０８８０－３４－５１２４

　高知県では、平成29年4月から、幡多総合庁舎内
に手話通訳者を設置しました。
　手話通訳者は、聴覚障害者が地域で安心して暮
らすことができるよう、手話を用いて聴覚障害者
とのコミュニケーション支援を行います。
（業務内容）
◎手話通訳及び聴覚障害者全般にわたる相談・支
　援の窓口。
◎関係機関との動向通訳も実施します。
◎聴覚障害者の実態調査及び防災対策に関する
　こと。
　相談は、祝日、年末年始を除く、月・水・木曜日の
午前９時から午後５時まで受け付けます。お気軽
にご相談ください。（相談は無料です。）

＜設置場所・お問い合わせ＞
〒787-0028　四万十市中村山手通19
幡多総合庁舎１階　幡多福祉保健所内

TEL・FAX　0880-34-9633

狩猟免許試験のご案内狩猟免許試験のご案内狩猟免許試験のご案内
以下のとおり狩猟免許試験が実施されます。
シカやイノシシなどの被害にお困りの農林業の皆様をはじめ、たくさんの方の受験をお待ちしております。

【受験料】
初心者：5,200円、一部免除者：3,900円
【申請書配布場所】
県庁鳥獣対策課
各地区猟友会（市町村役場農林課等）
【申請方法】
各試験日の締切日まで必着するよう
持参又は郵送
【申請及び問い合わせ先】
県庁鳥獣対策課（☎088-823-9042）
【その他】
（一社）高知県猟友会
（☎088-856-6641）
主催の予備講習会があります。

試験日

８月 ５日（土曜日）
午前１０時から

８月 ６日（日曜日）
午前１０時から

９月 １日（金曜日）
午前１０時から

９月 ２日（土曜日）
午前１０時から

９月１０日（日曜日）
午前１０時から

１１月１１日（土曜日）
午前１０時から

１１月１２日（日曜日）
午前１０時から

試験を実施する
免許の種類

第一種銃猟
第二種銃猟

わな猟

わな猟

第一種銃猟
第二種銃猟

わな猟

わな猟
網　猟

第一種銃猟
第二種銃猟

締　切

７月２７日
（木曜日）

８月２３日
（水曜日）

８月３１日
（木曜日）

１１月 ２日
（水曜日）

会　　場

四万十市立中央公民館
四万十市右山五月町8-22

高知県立大学（池キャンパス）
高知市池2751-1

田野町ふれあいセンター
安芸郡田野町1456-42

高知県立大学（池キャンパス）
高知市池2751-1

弁護士資格のある人権擁護委員による人権相談所のご案内
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西部広域手話通訳者
設置事業について

狩猟免許試験のご案内

自衛官等採用試験のお知らせ
【自衛官候補生】

防衛省　自衛隊高知地方協力本部四万十地域事務所
電話番号　０８８０－３５－３０９６          E-mail　kochi-pco40010@softbank.ne.jp

【  身 分   】　特別職国家公務員（自衛隊員）
【応募資格】　学歴不問　１８歳以上２７歳未満の男子
【試験種目】　筆記試験（国語、数学、社会及び作文）、口述試験、適性検査及び身体検査
【受付期間】　受付は年間を通じて行っております。     
【試験期日】　受付時にお知らせします。
【 給与等  】　（月額）130,800円、自衛官任官後（約３ヶ月後）166,500円　平成２９年2月1日現在
　　　　　　※自衛官任官後、年２回の期末・勤勉手当が支給されます。
【休日・休暇】　年次休暇のほか、年末年始の特別休暇等があり、週休２日制が実施されています。

【自衛隊一般曹候補生】
【  身 分   】　特別国家公務員
【応募資格】　１８歳以上27歳未満 
【試験種目】　１次試験：筆記試験（国語、数学、英語及び作文）、適性検査
  　　２次試験：口述試験、身体検査
【受付期間】　平成２９年7月1日（土）～平成２９年9月8日（金）     
【試験期日】　１次試験：平成２９年９月１６日(土）～１８日（月）のうち指定する１日
　　　　　　２次試験：平成２９年１０月５日(木）～１１日（水）のうち指定する１日（１次試験合格者のみ）
【 給与等  】　（月額）166,500円　平成２９年2月1日現在
　　　　　　※年２回の期末・勤勉手当が支給されます。
【休日・休暇】　年次休暇のほか、年末年始の特別休暇等があり、週休２日制が実施されています。 

　次の日程により、弁護士資格のある人権擁護委員が人権相談をお受けします。

　特に、法律関係についてお困り、お悩みの方は、ぜひ御利用ください。

　　１　開 設 日　奇数月第４水曜日

　　　　　　　　　平成２９年　５月２４日（水）

　　　　　　　　　平成２９年　７月２６日（水）

　　　　　　　　　平成２９年　９月２７日（水）

　　　　　　　　　平成２９年１１月２２日（水）

　　　　　　　　　※平成３０年以降は未定

　　２　時　　間　　午後１時００分から午後３時００分まで

　　３　開設場所　　高知地方法務局四万十支局（四万十市右山五月町３番１２号）

　　４　電話番号　　０８８０（３４）１６００

　　５　そ の 他　　事前予約制につき、事前に電話で（または来庁の上）ご予約ください。

　　　　　　　　　　相談時間一人３０分以内。相談は無料、秘密は厳守します。

弁護士資格のある人権擁護委員による人権相談所のご案内弁護士資格のある人権擁護委員による人権相談所のご案内弁護士資格のある人権擁護委員による人権相談所のご案内
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　弾道ミサイルは、発射からわずか10分もしないうちに到達する可能性もあります。ミサイルが日本

に落下する可能性がある場合は、国からの緊急情報を瞬時に伝える「Jアラート」を活用して、防災行政

無線で特別なサイレン音とともにメッセージを流すほか、緊急速報 メール等により緊急情報をお知ら

せします。

　Jアラート 　(例)直ちに避難。直ちに避難。直ちに頑丈な建物

や地下に避難してください。ミサイルが落下する可能性 があり

ます。直ちに屋内に避難してください。

●屋外にいる場合:口と鼻をハンカチで覆い、現場から 直

ちに離れ、密閉性の高い屋内または風上へ避難する。

●屋内にいる場合:換気扇を止め、窓を閉め、目張りをし て

室内を密閉する。

近くに
ミサイル

落下！

メッセージが流れたら

落ち着いて、直ちに行動してください。

屋外に
いる場合

建物が
ない場合

屋内に
いる場合

できる限り頑丈な建物や
地下に避難する。
地下:地下街や地下駅舎などの地下施設

物陰に身を隠すか、
ない場合地面に伏せて頭部を守る。

窓から離れるか、
窓のない部屋に移動する。

行政からの指示に従って、落ち着いて行動してください。

弾 道 ミ サ イ ル 落 下 時 の 行 動 に つ い て

❶ 速 や か な 避 難 行 動 ❷ 正 確 か つ 迅 速 な 情 報 収 集

国民保護ポータルサイト
武力攻撃やテロなどから身を守るために

事前に確認しておきましょう。
http://www.kokuminhogo.go.jp/shiryou/ hogo_manual.html

ミサイル落下時には、こちらから政府の対応状況をご覧になれます

Twitterアカウント
首相官邸災害・危機管理情報

@Kantei_Saigai 

首相官邸

ホ ー ム ペ ー ジ  

www.kantei.go.jp/

新規高等学校卒業予定者の就職支援

「婚活サポーター養成講座」参加者募集について
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平成29年度税務職員採用試験募集要項
受験資格　平成29年４月１日において高校卒業後３年を経過していない者及び平成30年３月までに高校　
　　　　　卒業見込みの者、または、人事院が同等の資格があると認める者
受験申込受付期間
　① インターネット
　　　平成29年６月19日（月）午前９時～平成29年６月28日（水）（受信有効）
　　　可能な限りインターネット申込みを御利用ください。
　　　インターネット申込専用アドレス(http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html)
　② 郵送又は持参
　　　平成29年６月19日（月）～平成29年６月21日（水）（６月21日までの通信日付印有効）
　　　申込先は、希望する第１次試験地に対応する人事院地方事務局（所）です。
　　　郵送する場合は簡易書留を利用し、受領証は受験票が届くまで保管してください。
　　　持参の場合は平成29年６月21日（水）午後５時までに提出されたものに限り、受け付けます。
試験日等

合格者発表日　第１次試験合格者発表日　平成29年10月５日（木）
　　　　　　　最終合格者発表日　平成29年11月14日（火）
　　　　　　　（注）合格者は、人事院ホームページに受験番号が掲載されるとともに、合格通知書が本人宛
　　　　　　　に郵送されます。
採用予定数　　予定数は、後日、人事院ホームページに掲載されるので、随時御確認ください。

国税庁ホームページ採用案内ページアドレス　⇒　(http://www.nta.go.jp/soshiki/saiyo/saiyo03/shiken/02.htm)

試験区分

第１次試験

第２次試験

試　験　日

平成２９年９月３日(日)

平成２８年１０月１１日(水)～
平成２８年１０月２０日(金)のうち指定する日

試　験　地

徳島市、高松市、
松山市、高知市

第１次試験合格通知
書で指定する場所

試　験　種　目

①基礎能力試験
②適性試験　③作文試験

　　　①人物試験
　　　②身体検査

新規高等学校卒業予定者の就職支援新規高等学校卒業予定者の就職支援新規高等学校卒業予定者の就職支援
　高知県では、高知労働局と連携し、新規高等学校卒業予定者の就職支援を積極的に行っています。
　採用を予定されている事業所におかれまいては、これからの本県を支え、担うことが期待される
若者が一人でも多く地元で働くことが出来るよう、新規高等学校卒業予定者の求人につきまして、
できるだけ早い時期にハローワークへ求人票を提出（６月１日から受付開始）いただきますようご
協力をお願いします。
　また、新規高等学校卒業予定者に、より多くの県内企業を知ってもらい、県内で働くことの魅力を
伝えるための取組などにもご協力いただくとともに、若手人材の確保・定着のための労働環境整備
につきましても、取り組んでいただきますようお願いします。

＜お問い合わせ＞
高知県商工労働部商工政策課　事業推進担当

TEL（０８８）８２３－９６９２
高知県商工労働部商工政策課　事業推進担当

TEL（０８８）８２３－９６９２

「婚活サポーター養成講座」参加者募集について「婚活サポーター養成講座」参加者募集について「婚活サポーター養成講座」参加者募集について
　高知県では、出会いや結婚への支援を希望する独身者をそれぞれの地域でサポートしていただく
「婚活サポーター」を募集しています。平成29年４月末現在で、64名の婚活サポーターの皆さまにご
協力いただき、活動をしていただいています。
　今年度も新たなサポーターを養成するため、「婚活サポーター養成講座」を開催します。結婚への
支援を希望する独身者を、県と一緒に応援していただける方々の参加を心よりおまちしておりま
す。
【日　　時】平成２９年７月２２日（土）　１３時３０分～１６時
【会　　場】高知共済会館　大ホール「桜」（高知市本町）
【参 加 費 】無料
【申込締切】平成２９年７月１４（金）

＜問い合わせ・申し込み＞
高知県少子対策課　出会い・結婚支援担当　電話：０８８ー８２３ー９７１７
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平成２９年度地域災害支援ナース育成研修　受講者募集

第一回
平成２９年６月１１日（日）
１０：００〜１２：００

大野内科　副委員長　稲田　昌二郎先生

看護師　東　知恵
　

時
看護師　濱田　綾

管理栄養士　谷村　真優

対象者：地域の看護職、介護職、その他保険医療福祉専門職
日　時：平成２９年７月１６日（日）　９：００〜１６：００
場　所：幡多県民病院　大会議室
参加費：非会員　資料代５００円
※高知県下で発生する広域自然災害の際に、住み慣れた地元の避難所や救護所、救護病院等で活動
する看護職を育成する研修です。２８年度からは介護、その他の専門職の皆様にもご参加いただき、
災害時の支援活動について学ぶことで、発生時に協働してよりよい支援活動につなげていきたいと
考えております。
《申し込み方法》
　○研修申込書B（教育冊子・HPからダウンロード）を用いて、開催７日前までに開催場所を明記の

上、下記までお申し込み願います。
　○お電話での申し込みも受け付けます。　TEL.088(844)0678　FAX.088(844)0053
《問い合わせ先》
公益社団法人高知県看護協会　災害用語担当　奏　infoj1@kochi-kangokyokai.or.jp

【会　場】　高知県立幡多けんみん病院　３階　中会議室
【参加申し込み・予約及び問い合わせ先】　TEL ０８８０-６６-２２２２（代表）

担当　内科外来　看護師　瀬田・周治

　皆さんで交流しながら学びませんか？糖尿病の治療を支える専門の医療スタッフがサポートさ
せていただきます。

第二回
平成２９年６月１８日（日）
１０：００〜１２：００

薬剤師　尾崎　真利子

臨床検査技師　野町　真由・上岡　千夏

理学療法士　今橋　一幸

管理栄養士　谷村　真優
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「肩の痛み　それって本当に五十肩？」

医　療　情　報

　五十肩という用語は、「５０歳前後で生じる肩の痛み」として曖昧にとらえられているこ
とが多いのですが、その中には単なる「五十肩」で片づけてはいけない病気が隠れているこ
ともあります。このうち、特に注意した方が良いものについてご紹介します。

１.凍結肩
　きっかけなどがなく、突然に強い痛みを生じ、関節の動きに明らかな制限が出てくる疾患
です。主に診察によって診断を行いますが、その際、画像検査で他の病態がないことを確認
します。治療はリハビリと鎮痛薬の内服や注射を組み合わせて行われますが、特にリハビリ
が重要になります。治療が困難な場合には、麻酔をかけて動きを改善させる方法や、内視鏡
手術によって原因部位を剥がし、動きを改善させる方法があります。

２.腱板断裂
　腱板は肩の骨を包む腱の集まりで、その損傷の多くは加齢とともに痛んでいる腱に軽い
外傷が加わることによって発生します。外傷なしに発生することもあります。診断は診察と
画像検査によって行われ、特にMRIと超音波検査が役に立ちます。治療はリハビリと鎮痛薬
の内服や注射を組み合わせて行われ、約７割の患者さんでは切れたままでも症状が落ち着
きます。逆に残りの３割の患者は痛みや運動制限の改善が乏しく、日常生活や仕事、趣味に
支障をきたす場合は手術も選択肢となります。

３.上腕二頭筋長頭腱障害
　上腕二頭筋長頭腱障害は「力こぶ」をつくる筋肉の腱の一つであり、加齢や過度の負荷に
よって炎症や部分断裂が起きやすく、痛みの原因となりやすい部位です。腱板断裂と合併す
る場合も多く見られます。診断は診察と画像検査によって行われ、特に超音波検査が効果的
です。治療としては、腱への負担を軽減する日常生活動作の指導に加えて、鎮痛薬の局所注
射を行うと有効なことが多いです。

４.石灰性腱板炎
　腱板に石灰の沈着が起きる疾患で、典型的な症状はきっかけ等がなく発症する肩の激痛
です。診断は診察と画像検査によって行われ、特にレントゲン写真が役立ちます。治療は鎮
痛薬の内服や注射に加え、腎臓の結石のように石灰を衝撃波で壊すものや、超音波で見なが
ら石灰を吸引する方法があります。難治性のものでは、内視鏡手術によって石灰を除去する
こともあります。

５.その他
　頸・肩周囲の神経の病気、変形性関節症、腫瘍、内科疾患（胆石症や心筋梗塞など）が潜んで
いる場合もあります。

　長引くつらい肩の痛みは、安易に五十肩と思って放置せずに整形外科を受診し、正しい診
断とそれに応じた治療を受けることをおすすめします。整形外科を受診してもよくならな
い場合は、さらに肩の専門医を受診するのも一つの手です。お近くで肩の専門医を受診する
のが難しい場合は、かかりつけの先生からご紹介頂ければ大学病院でも診察させて頂きま
すので、お困りの方は一度ご相談下さい。

著者プロフィール

氏　　名 ： 泉　　　仁
所　　属 ： 高知大学医学部付属病院 整形外科
役　　職 ： 助教

イズミ マサシ

けんばん

ちょうとうけん

せっかいせいけんばんえん
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中学校入学式

平成２８年５月１７日
（平成２９年４月３０日現在）


